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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ
トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークに対応する複数の識別情報からなるリストを格納
する格納手段と、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークを示すターゲット識別情報が、前記リストに含まれていないと
き、前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネッ
トワークを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークに変更するリロケーシ
ョン処理を開始し、該ターゲット識別情報が該リストに含まれているときには該リロケー
ション処理を行わない制御手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
【請求項２】
　前記リストは、前記複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する複数のゲ
ートウェイの識別情報からなり、前記制御手段は、前記リロケーション先のアクセスサー
ビスネットワークのゲートウェイの識別情報を、前記ターゲット識別情報として該リスト
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を検索し、該ターゲット識別情報が該リストに含まれていないとき、前記コネクティビテ
ィサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲートウェイ
を、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲートウェイに変更するリロ
ケーション処理を開始することを特徴とする請求項１記載のリロケーション制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記リストに含まれている前記複数のゲートウェイにおける輻輳の有
無を示すシステム情報を取得し、前記コネクティビティサービスネットワークに接続され
ているアクセスサービスネットワークのゲートウェイにおいて輻輳が発生したとき、該複
数のゲートウェイのうち輻輳が発生していないゲートウェイが属するアクセスサービスネ
ットワークをリロケーション先として、リロケーション処理を開始することを特徴とする
請求項２記載のリロケーション制御装置。
【請求項４】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ
トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する複数のゲートウェイの識別情
報からなるリストを格納する格納手段と、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークのゲートウェイの識別情報が、前記リストに含まれていないと
き、前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネッ
トワークのゲートウェイを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲー
トウェイに変更するリロケーション処理を開始し、該リロケーション先のアクセスサービ
スネットワークのゲートウェイの識別情報が該リストに含まれている場合、該リロケーシ
ョン先のアクセスサービスネットワークのゲートウェイの識別情報を前記格納手段に保存
し、該コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネット
ワークのゲートウェイにおいて輻輳が発生したとき、保存された該識別情報を用いて該リ
ロケーション処理を開始する制御手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
【請求項５】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ
トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する複数のゲートウェイの識別情
報からなるリストを格納する格納手段と、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークのゲートウェイの識別情報が、前記リストに含まれていないと
き、前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネッ
トワークのゲートウェイを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲー
トウェイに変更するリロケーション処理を開始し、該リロケーション先のアクセスサービ
スネットワークのゲートウェイの識別情報が該リストに含まれている場合、前記コネクテ
ィビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲート
ウェイにおいて使用中のリソースが閾値を超えているか否かをチェックし、該使用中のリ
ソースが該閾値を超えているとき、該リロケーション処理を開始する制御手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
【請求項６】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ



(3) JP 5226202 B2 2013.7.3

10

20

30

40

50

トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する複数のゲートウェイの識別情
報からなるリストを格納する格納手段と、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークのゲートウェイの識別情報が、前記リストに含まれていないと
き、前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネッ
トワークのゲートウェイを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲー
トウェイに変更するリロケーション処理を開始し、該リロケーション先のアクセスサービ
スネットワークのゲートウェイの識別情報が該リストに含まれている場合、前記コネクテ
ィビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲート
ウェイにおける使用帯域が閾値を超えているか否かをチェックし、該使用帯域が該閾値を
超えているとき、該リロケーション処理を開始する制御手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
【請求項７】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ
トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する複数のゲートウェイの識別情
報からなるリストを格納する格納手段と、
　リロケーション起動または未起動を示す指示情報を受け取り、前記移動局の移動に伴う
ハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアクセスサービスネットワーク
のゲートウェイの識別情報が、前記リストに含まれていないとき、前記コネクティビティ
サービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲートウェイを
、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲートウェイに変更するリロケ
ーション処理を開始し、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲートウ
ェイの識別情報が該リストに含まれている場合、受け取った該指示情報をチェックし、該
指示情報がリロケーション起動を示しているとき該リロケーション処理を開始し、該指示
情報がリロケーション未起動を示しているときには該リロケーション処理を行わない制御
手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
【請求項８】
　移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサービスネッ
トワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局に提供する
コネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、該アクセス
サービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続を制御する
リロケーション制御方法であって、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークを示すターゲット識別情報をキーとして、複数のアクセスサー
ビスネットワークに対応する複数の識別情報からなるリストを検索し、
　前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれていないとき、前記コネクティビティサ
ービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークを、該リロケーショ
ン先のアクセスサービスネットワークに変更するリロケーション処理を開始し、該ターゲ
ット識別情報が該リストに含まれているときには該リロケーション処理を行わない
ことを特徴とするリロケーション制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信ネットワークにおける移動局の移動に伴って発生するリロケーショ
ン処理を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access ）は、ＩＥＥＥ（In
stitute of Electrical and Electronic Engineers）８０２．１６で規格化された無線伝
送方式に基づく無線技術である。この技術によれば、ユーザ端末はマイクロ波により無線
基地局（ＢＳ）にアクセスし、世界規模でシステムの相互運用が可能になる。
【０００３】
　ＷｉＭＡＸシステムにおいて、ネットワークアクセスプロバイダ（Network Access Pro
vider：ＮＡＰ）は、１つ以上のアクセスサービスネットワーク（Access Service Networ
k：ＡＳＮ）を介して、無線アクセスの手段をユーザに提供する。また、ネットワークサ
ービスプロバイダ（Network Service Provider：ＮＳＰ）は、コネクティビティサービス
ネットワーク（Connectivity Service Network：ＣＳＮ）を介して、インターネットプロ
トコル（ＩＰ）接続を含む各種サービスをユーザに提供する。複数のＣＳＮにより１つの
ＡＳＮを共有することが可能である。
【０００４】
　ユーザ端末である移動局（ＭＳ）は、１つのＮＡＰドメインにある複数のフォーリンエ
ージェント（Foreign Agent ：ＦＡ）間で移動する。このように複数のＦＡ間でハンドオ
ーバが生じた際、最終的にＦＡも移動させないと、ＦＡを有するアンカ・アクセスサービ
スネットワーク・ゲートウェイ（Anchor Access Service Network Gate-Way ：アンカＡ
ＳＮ－ＧＷ）がリソース不足に陥る可能性がある。このため、ＦＡを移動させるトリガお
よび手段が必要となる。
【０００５】
　図８は、ＷｉＭＡＸフォーラムのＮＷＧ－Ｓｔａｇｅ－２（非特許文献１）に記載され
ている“MS Mobility Event Triggering a Network Initiated R3 Re-anchoring(PMIP) 
”のシーケンスを示している。リファレンスポイントＲ１、Ｒ３、Ｒ４、およびＲ６は、
それぞれ下記の区間における概念的なポイントである。
【０００６】
　Ｒ１：ＭＳとＢＳの間
　Ｒ３：ＡＳＮ－ＧＷとＣＳＮの間
　Ｒ４：ＡＳＮ－ＧＷとＡＳＮ－ＧＷの間（イントラＡＳＮ－ＧＷ）
　Ｒ６：ＢＳとＡＳＮ－ＧＷの間
　サービングＡＳＮ－ＧＷ１５は、ＭＳ１１がアクセスしているＡＳＮのゲートウェイで
あり、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ１４は、リロケーション先のＡＳＮのゲートウェイである
。基地局（ＢＳ）１２は、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ１４配下のＢＳである。
【０００７】
　図８のシーケンスにおけるＲ３リアンカリングの手順は、以下の通りである。
　（１）－（３）ＢＳ１２、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ１４内のデータパスファンクション
２２、サービングＡＳＮ－ＧＷ１５内のデータパスファンクション２４、サービングＡＳ
Ｎ－ＧＷ１５内のＦＡ２５、およびホームエージェント（ＨＡ）１６は、Ｒ３モビリティ
を実行する前に、イントラＡＳＮのデータパスの確立を完了する。
【０００８】
　（４ａ）ＭＳモビリティイベントに基づく無線リソース管理（ＲＲＭ）の場合、Ｒ３モ
ビリティトリガが発生すると、Ｒ３リロケーション要求は、ＲＲＭコントローラから、直
接、ＰＭＩＰ（Proxy-Mobile IP ）モビリティマネージャに送信されるのではなく、ＡＳ
Ｎファンクショナルエンティティ１３経由で転送される。
【０００９】
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　（４ｂ）ＡＳＮファンクショナルエンティティ１３は、適切なタイミングで、Ｒ３リロ
ケーション要求であるＲ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをターゲット
ＡＳＮ－ＧＷ１４へ送信する。このメッセージには、ＭＳ１１のＩＤとターゲットＦＡ２
３のアドレスが含まれる。
【００１０】
　（４ｃ）ターゲットＡＳＮ－ＧＷ１４の認証部／ＰＭＩＰクライアント２１は、Ｒ３＿
Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを受信すると、Ｒ３リロケーション要求を
受信したことを示すＲ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージを、ＡＳＮファ
ンクショナルエンティティ１３に返信する。
【００１１】
　（５）－（８）認証部／ＰＭＩＰクライアント２１は、Ｒ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｃｏ
ｎｆｉｒｍメッセージを送信した後、ＦＡリアンカリングを開始する。具体的には、ＭＩ
Ｐ（Mobile IP ）登録を実行する。ＣｏＡ（Care of Address ）としては、ＡＳＮ－ＧＷ
１４のアドレス、または、ＦＡ２３から払い出されたＣｏＡが使用される。ＣｏＡとは、
ＨＡ１６とともにトンネルのエンドポイントとして使用されるＦＡ２３に関するＩＰアド
レスである。
【００１２】
　ＨＡ１６は、ＭＩＰ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ（MN-HA 
authentication extension）を認証し、ＭＩＰ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｐｌｙ
メッセージを返信する。なお、ＨＡ１６は、セットアップ時に、ＭＮ（Mobile Node ）－
ＨＡ認証をチェックするための認証情報をキャッシュしておく。
【００１３】
　（９），（１０）認証部／ＰＭＩＰクライアント２１は、Ｒ３リロケーション完了を通
知するＲ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．ＲｅｓｐｏｎｓｅメッセージをＡＳＮファンクショナル
エンティティ１３に送信する。その後、ＡＳＮファンクショナルエンティティ１３は、Ｇ
ＲＥ（Generic Routing Encapsulation ）キーの解放等を行って、Ｒ４データパスを解放
する。
【００１４】
　図９は、Ｒ３リアンカリングの例を示している。ＮＡＰドメイン３１には、ＡＳＮ３２
および３３が存在し、ＡＳＮ３２内には、ＡＳＮ－ＧＷ３４およびＢＳ３５、３６が存在
し、ＡＳＮ３３内には、ＡＳＮ－ＧＷ３７およびＢＳ３８が存在する。一方、ＮＳＰドメ
イン４１にはＣＳＮ４２が存在し、ＣＳＮ４２内には、ＨＡ１６、ＤＨＣＰ（Dynamic Ho
st Configuration Protocol ）サーバ４３、およびＨ－ＡＡＡ（Home Authentication, A
uthorization, and Accounting）サーバ４４が存在する。
【００１５】
　当初、ＭＳ１１は、実線で示すように、ＡＳＮ３３のＢＳ３８、ＡＳＮ－ＧＷ３７内の
ＦＡ、およびＡＳＮ－ＧＷ３４内のＦＡを介して、ＨＡ１６に接続されている。この状態
では、ＡＳＮ－ＧＷ３４が、ＨＡ１６と接続されたアンカＡＳＮ－ＧＷに対応し、ＡＳＮ
－ＧＷ３７がターゲットＡＳＮ－ＧＷ１４に対応する。
【００１６】
　Ｒ３モビリティトリガが発生すると、図８に示したシーケンスにより、アンカＡＳＮ－
ＧＷがＡＳＮ－ＧＷ３４からＡＳＮ－ＧＷ３７に変更される。その後、ＭＳ１１は、破線
で示すように、ＢＳ３８とＡＳＮ－ＧＷ３７内のＦＡを介して、ＨＡ１６に接続される。
【００１７】
　ＩＰｖ４の場合は、現在のＦＡから新たなＦＡへのリアンカリングが行われ、続いてバ
インディング更新（Binding Update）またはＭＩＰ再登録により、上り／下りのデータパ
スが更新される。
【００１８】
　Ｒ３モビリティトリガとしては、ＭＳ１１のモビリティ、ネットワークリソースの最適
化等が考えられるが、いずれにせよ、Ｒ６、Ｒ４データパスの確立と、ＣｏＡ更新なしの
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インタＡＳＮモビリティが完了した後に、Ｒ３モビリティのハンドオーバ動作が開始され
る。
【００１９】
　下記の特許文献１は、モバイルＩＰネットワークにおけるハンドオフ方法に関する。
【特許文献１】特開２００５－３２３３９１号公報
【非特許文献１】“WiMAX End-to-End Network Systems Architecture (Stage 2: Archit
ecture Tenets, Reference Model and Reference Points)”, WiMAX Forum, March 2006.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　上述した従来のＲ３リロケーション処理には、次のような問題がある。
　非特許文献１には、ＡＳＮファンクショナルエンティティがＲ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信するタイミングを示すＲ３モビリティトリガ（図８の（
４ａ））が、明確に記載されていない。したがって、ＷｉＭＡＸシステムを構築する際に
、どのようなタイミングでＲ３リロケーション処理を開始すればよいかが不明である。Ｎ
ＷＧ－Ｓｔａｇｅ－３でも、これに関する記載はなく、ＣＭＩＰ（Client Mobile IP）ｖ
４およびＣＭＩＰｖ６でも同様である。
【００２１】
　本発明の課題は、ＷｉＭＡＸのような無線通信ネットワークにおいて、移動局の移動に
伴って発生するリロケーション処理を開始するためのトリガを明確化することである。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　図１は、本発明のリロケーション制御装置の原理図である。図１のリロケーション制御
装置は、格納手段１０１および制御手段１０２を備え、移動局が無線アクセスするアクセ
スサービスネットワークと、そのアクセスサービスネットワークを介して、インターネッ
トプロトコル接続を含むサービスを移動局に提供するコネクティビティサービスネットワ
ークからなる通信ネットワークにおいて、アクセスサービスネットワークとコネクティビ
ティサービスネットワークの間の接続を制御する。
【００２３】
　格納手段１０１は、複数のアクセスサービスネットワークに対応する複数の識別情報か
らなるリスト１０３を格納する。制御手段１０２は、移動局の移動に伴うハンドオーバ要
求により指定された、リロケーション先のアクセスサービスネットワークを示すターゲッ
ト識別情報が、リスト１０３に含まれていないとき、コネクティビティサービスネットワ
ークに接続されているアクセスサービスネットワークを、リロケーション先のアクセスサ
ービスネットワークに変更するリロケーション処理を開始する。
【００２４】
　制御手段１０２は、移動局からハンドオーバ要求を受信すると、そのハンドオーバ要求
からターゲット識別情報を取得し、そのターゲット識別情報をキーとしてリスト１０３を
検索する。そして、ターゲット識別情報がリスト１０３に含まれていなければ、その検索
結果をトリガとしてリロケーション処理を開始する。
【００２５】
　格納手段１０１は、例えば、後述する図２～図７のデータ格納部２４２、３４２、４４
１、５４１、６４１、および７４２に対応し、制御手段１０２は、例えば、アンカＡＳＮ
－ＧＷ２１２、３１２、４１２、５１１、６１１、および７１２に対応する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、ＷｉＭＡＸシステムのような、アクセスサービスネットワークとコネ
クティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、移動局が通信中
の場合のリロケーショントリガが明確化される。これにより、ＷｉＭＡＸシステムにおけ
るＲ３リアンカリング（ＰＭＩＰ／ＣＭＩＰｖ４／ＣＭＩＰｖ６）のシーケンスを具体的
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に実現することができ、ＷｉＭＡＸ事業を展開する電気通信事業者等が、ＷｉＭＡＸシス
テムを容易に構築できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。
　ＷｉＭＡＸシステムにおけるＲ３リロケーショントリガおよびＲ３リロケーション処理
の実施判定は、以下の手法により実現する。
（１）Ｒ４／Ｒ６ハンドオーバトリガ
　ＡＳＮファンクショナルエンティティは、Ｒ４／Ｒ６ハンドオーバをトリガとして、下
記（２）のパターンにより、Ｒ３リロケーション処理を実施するか否かを判断し、Ｒ３＿
Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。ただし、ＡＳＮファンクショ
ナルエンティティとＰＭＩＰクライアントが同一のＡＳＮ－ＧＷ内に含まれる場合は、Ｒ
３リロケーショントリガにより、ＰＭＩＰクライアントがＭＩＰ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。
（２）ＭＳが通信中の場合
　ＭＳが通信中に移動した場合、Ｒ４／Ｒ６ハンドオーバの制御メッセージのやり取りに
より、ターゲットＡＳＮ－ＧＷの識別情報（ＩＤ）が分かる。アンカＡＳＮ－ＧＷは、そ
のＩＤをキーとして、各ＡＳＮ－ＧＷにシステムデフォルトで設定されている、ＡＳＮ－
ＧＷ　ＩＤのリストを検索する。そして、ターゲットＡＳＮ－ＧＷのＩＤがリストに含ま
れていなければ、その検索結果をトリガとして、Ｒ３リロケーション処理を開始する。
【００２８】
　このリストには、例えば、ネットワークトポロジ上で隣接する複数のＡＳＮ－ＧＷのＩ
Ｄが設定される。ページンググループにより指定されるＢＳの集合を流用するのではなく
、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤのリストを新たに設けることにより、アンカＡＳＮ－ＧＷを常にカ
バーエリアの中心に位置させることが可能になる。この場合、Ｒ３リロケーションが頻繁
に発生することはない。
【００２９】
　また、ターゲットＡＳＮ－ＧＷのＩＤがリストに含まれていても、アンカＡＳＮ－ＧＷ
にて以下のような要因が発生した場合は、Ｒ３リロケーション処理を開始する。
（ａ）システム輻輳
（ｂ）リソース不足（ＭＳＩＤ：接続数オーバ）
（ｃ）帯域オーバ（Ｒ３側使用帯域オーバ）
（ｄ）保守コマンドによるＲ３リロケーション処理の起動／未起動
　次に、図２から図７までを参照しながら、Ｒ３リロケーショントリガの具体例を説明す
る。
【００３０】
　図２は、上述したＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリストを用いたＲ３リロケーショントリガの例を
示している。この場合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．システム立ち上げ時に、ＡＳＮ－ＧＷ２１１～２１５は、Ｒ３リロケーションのた
めのＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト２５１～２５５を、局データまたはシステムデータとして
、データ格納部２４１～２４５にそれぞれ設定する。
【００３１】
　ＡＳＮ－ＧＷ２１１～２１５には、ＩＰアドレス“１．２．２．１”、“１．２．３．
４”、“１．２．３．５”、“１．２．３．６”、および“１．２．３．７”がそれぞれ
のＩＤとして割り当てられており、ＢＳ２２１～２２５がそれぞれ接続されている。また
、ＨＡ２０１は、ＡＳＮ－ＧＷ２１２に接続されている。
【００３２】
　２．ＭＳ２３１が通信中に矢印２６１のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ２
２２からＢＳ２２３に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ２１２は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ２１３をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ２３１から受信し、そ
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のハンドオーバ要求に含まれるＡＳＮ－ＧＷ２１３のＩＤ“１．２．３．５”をキーとし
て、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト２５２を検索する。
【００３３】
　この例では、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト２５２には、隣接するＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て“１．２．２．１”、“１．２．３．５”、および“１．２．３．６”が登録されてお
り、“１．２．３．５”はリスト上に存在する。したがって、Ｒ３リロケーション処理は
開始されない。
【００３４】
　３．次に、ＭＳ２３１が通信中に矢印２６２のように移動した場合、対向するＢＳは、
ＢＳ２２３からＢＳ２２４に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ２１２は、ＡＳ
Ｎ－ＧＷ２１４をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ２３１から受信
し、ＡＳＮ－ＧＷ２１４のＩＤ“１．２．３．６”をキーとして、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリ
スト２５２を検索する。“１．２．３．６”はリスト上に存在するため、Ｒ３リロケーシ
ョン処理は開始されない。
【００３５】
　４．次に、ＭＳ２３１が通信中に矢印２６３のように移動した場合、対向するＢＳは、
ＢＳ２２４からＢＳ２２５に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ２１２は、ＡＳ
Ｎ－ＧＷ２１５をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ２３１から受信
し、ＡＳＮ－ＧＷ２１５のＩＤ“１．２．３．７”をキーとして、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリ
スト２５２を検索する。このとき、“１．２．３．７”はリスト上に存在しないため、Ｒ
３リロケーション処理を開始する。
【００３６】
　具体的には、アンカＡＳＮ－ＧＷ２１２は、図８のＡＳＮファンクショナルエンティテ
ィ１３として動作し、Ｒ３＿Ｒｅｌｏｃａｔｅ．Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージをターゲット
ＡＳＮ－ＧＷ２１５に送信する。このリロケーション処理により、アンカＡＳＮ－ＧＷは
、ＡＳＮ－ＧＷ２１２からＡＳＮ－ＧＷ２１５に変更される。
【００３７】
　図３は、上述したシステム輻輳によるＲ３リロケーショントリガの例を示している。こ
の場合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．システム立ち上げ時に、ＡＳＮ－ＧＷ３１１～３１４は、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリス
ト３５１～３５４をデータ格納部３４１～３４４にそれぞれ設定する。
【００３８】
　ＡＳＮ－ＧＷ３１１～３１４には、ＩＰアドレス“１．２．２．１”、“１．２．３．
４”、“１．２．３．５”、および“１．２．３．６”がそれぞれのＩＤとして割り当て
られており、ＢＳ３２１～３２４がそれぞれ接続されている。また、ＨＡ３０１は、ＡＳ
Ｎ－ＧＷ３１２に接続されている。
【００３９】
　２．ＭＳ３３１が通信中に矢印３６１のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ３
２２からＢＳ３２３に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ３１２は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ３１３をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ３３１から受信し、そ
のハンドオーバ要求に含まれるＡＳＮ－ＧＷ３１３のＩＤ“１．２．３．５”をキーとし
て、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト３５２を検索する。
【００４０】
　この例では、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト３５２には、隣接するＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て“１．２．２．１”、“１．２．３．５”、および“１．２．３．６”が登録されてお
り、“１．２．３．５”はリスト上に存在する。したがって、Ｒ３リロケーション処理は
開始されない。アンカＡＳＮ－ＧＷ３１２は、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ３１３のＩＤ“１
．２．３．５”を、データ格納部３４２に保存しておく。
【００４１】
　３．次に、ＭＳ３３１が通信中に矢印３６２のように移動した場合、対向するＢＳは、
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ＢＳ３２３からＢＳ３２４に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ２１２は、ＡＳ
Ｎ－ＧＷ３１４をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ３３１から受信
し、ＡＳＮ－ＧＷ３１４のＩＤ“１．２．３．６”をキーとして、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリ
スト３５２を検索する。“１．２．３．６”はリスト上に存在するため、Ｒ３リロケーシ
ョン処理は開始されない。アンカＡＳＮ－ＧＷ３１２は、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ３１４
のＩＤ“１．２．３．６”を、データ格納部３４２に保存しておく。
【００４２】
　４．次に、ＭＳ３３１が通信中に、アンカＡＳＮ－ＧＷ３１２においてシステム輻輳が
発生した場合、アンカＡＳＮ－ＧＷ３１２は、保存されていたＩＤ“１．２．３．６”を
用いてＲ３リロケーション処理を開始する。これにより、アンカＡＳＮ－ＧＷは、ＡＳＮ
－ＧＷ３１２からＡＳＮ－ＧＷ３１４に変更される。
【００４３】
　図４は、システム輻輳によるＲ３リロケーショントリガの別の例を示している。この場
合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．各ＡＳＮ－ＧＷは、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト内の他のＡＳＮ－ＧＷとＲ４経由で
定期的にシステム情報のやり取りを行う。このシステム情報には、システム輻輳の有無等
の状態を示す情報が含まれる。
【００４４】
　ＡＳＮ－ＧＷ４１１～４１３には、ＩＰアドレス“１．２．２．１”、“１．２．２．
２”、および“１．２．２．３”がそれぞれのＩＤとして割り当てられており、ＡＳＮ－
ＧＷ４１２および４１３には、ＢＳ４２１および４２２がそれぞれ接続されている。また
、ＨＡ４０１は、ＡＳＮ－ＧＷ４１２に接続されており、ＡＳＮ－ＧＷ４１２のデータ格
納部４４１には、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト４５１が設定されている。
【００４５】
　２．ＭＳ４３１が通信中に、アンカＡＳＮ－ＧＷ４１２においてシステム輻輳が発生し
た場合、アンカＡＳＮ－ＧＷ４１２は、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト４５１から、システム
輻輳が発生していない通常状態のＡＳＮ－ＧＷを検索する。例えば、ＡＳＮ－ＧＷ４１３
が通常状態であれば、そのＩＤ“１．２．２．３”をターゲットＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て用いて、Ｒ３リロケーション処理を開始する。これにより、アンカＡＳＮ－ＧＷは、Ａ
ＳＮ－ＧＷ４１２からＡＳＮ－ＧＷ４１３に変更され、ＭＳ４３１と対向するＢＳは、Ｂ
Ｓ４２１からＢＳ４２２に変更される。
【００４６】
　図５は、上述したリソース不足によるＲ３リロケーショントリガの例を示している。こ
の場合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．システム立ち上げ時に、ＡＳＮ－ＧＷ５１１および５１２は、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤ
リスト５５１および５５２をデータ格納部５４１および５４２にそれぞれ設定する。
【００４７】
　ＡＳＮ－ＧＷ５１１および５１２には、ＩＰアドレス“１．２．２．２”および“１．
２．２．５”がそれぞれのＩＤとして割り当てられており、ＡＳＮ－ＧＷ５１１には、Ｂ
Ｓ５２１および５２２が接続され、ＡＳＮ－ＧＷ５１２には、ＢＳ５２３が接続されてい
る。また、ＨＡ５０１は、ＡＳＮ－ＧＷ５１１に接続されている。
【００４８】
　２．ＭＳ５３５が通信中に矢印５６１のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ５
２２からＢＳ５２３に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ５１１は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ５１２をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ５３５から受信し、そ
のハンドオーバ要求に含まれるＡＳＮ－ＧＷ５１２のＩＤ“１．２．２．５”をキーとし
て、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト５５１を検索する。
【００４９】
　この例では、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト５５１には、隣接するＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て“１．２．２．１”、“１．２．２．５”、および“１．２．２．６”が登録されてお
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り、“１．２．２．５”はリスト上に存在する。
【００５０】
　次に、アンカＡＳＮ－ＧＷ５１１は、使用中のリソースがあらかじめ決められた閾値を
超えているか否かをチェックする。この例では、ＢＳ５２１を介してＭＳ５３１～５３４
がアンカＡＳＮ－ＧＷ５１１に接続されており、接続しているＭＳＩＤの個数が閾値を超
えているため、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ５１２のＩＤ“１．２．２．５”を用いて、Ｒ３
リロケーション処理を開始する。これにより、アンカＡＳＮ－ＧＷは、ＡＳＮ－ＧＷ５１
１からＡＳＮ－ＧＷ５１２に変更される。
【００５１】
　図６は、上述した帯域オーバによるＲ３リロケーショントリガの例を示している。この
場合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．システム立ち上げ時に、ＡＳＮ－ＧＷ６１１および６１２は、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤ
リスト６５１および６５２をデータ格納部６４１および６４２にそれぞれ設定する。
【００５２】
　ＡＳＮ－ＧＷ６１１および６１２には、ＩＰアドレス“１．２．２．２”および“１．
２．２．５”がそれぞれのＩＤとして割り当てられており、ＢＳ６２１および６２２がそ
れぞれ接続されている。また、ＨＡ６０１は、ＡＳＮ－ＧＷ６１１に接続されている。
【００５３】
　２．ＭＳ６３１が通信中に矢印６６１のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ６
２１からＢＳ６２２に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ６１１は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ６１２をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ６３１から受信し、そ
のハンドオーバ要求に含まれるＡＳＮ－ＧＷ６１２のＩＤ“１．２．２．５”をキーとし
て、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト６５１を検索する。
【００５４】
　この例では、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト６５１には、隣接するＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て“１．２．２．１”、“１．２．２．５”、および“１．２．２．６”が登録されてお
り、“１．２．２．５”はリスト上に存在する。
【００５５】
　次に、アンカＡＳＮ－ＧＷ６１１は、Ｒ３側使用帯域があらかじめ決められた閾値を超
えているか否かをチェックする。この閾値は、例えば、ベストエフォート帯域の積み上げ
に基づいて設定される。使用帯域が閾値を超えていれば、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ６１２
のＩＤ“１．２．２．５”を用いて、Ｒ３リロケーション処理を開始する。これにより、
アンカＡＳＮ－ＧＷは、ＡＳＮ－ＧＷ６１１からＡＳＮ－ＧＷ６１２に変更される。
【００５６】
　図７は、上述した保守コマンドによるＲ３リロケーショントリガの例を示している。こ
の場合、以下の手順でリロケーショントリガが発生する。
　１．システム立ち上げ時に、ＡＳＮ－ＧＷ７１１～７１５は、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリス
ト７５１～７５５をデータ格納部７４１～７４５にそれぞれ設定する。
【００５７】
　ＡＳＮ－ＧＷ７１１～７１５には、ＩＰアドレス“１．２．２．１”、“１．２．３．
４”、“１．２．３．５”、“１．２．３．６”、および“１．２．３．７”がそれぞれ
のＩＤとして割り当てられており、ＢＳ７２１～７２５がそれぞれ接続されている。また
、ＨＡ７０１は、ＡＳＮ－ＧＷ７１２に接続されている。
【００５８】
　２．保守者は、Ｒ３リロケーション処理の未起動を指定するコマンドを、アンカＡＳＮ
－ＧＷ７１２に入力する。
　３．ＭＳ７３１が通信中に矢印７６１のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ７
２２からＢＳ７２３に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ７１２は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ７１３をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ７３１から受信し、そ
のハンドオーバ要求に含まれるＡＳＮ－ＧＷ７１３のＩＤ“１．２．３．５”をキーとし
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て、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト７５２を検索する。
【００５９】
　この例では、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト７５２には、隣接するＡＳＮ－ＧＷのＩＤとし
て“１．２．２．１”、“１．２．３．５”、“１．２．３．６”、および“１．２．３
．７”が登録されており、“１．２．３．５”はリスト上に存在する。
【００６０】
　次に、アンカＡＳＮ－ＧＷ７１２は、入力されたコマンドがＲ３リロケーション処理の
起動を示しているか否かをチェックする。ここでは、未起動が指定されているため、Ｒ３
リロケーション処理は開始されない。
【００６１】
　３．次に、ＭＳ７３１が通信中に矢印７６２のように移動した場合、対向するＢＳは、
ＢＳ７２３からＢＳ７２４に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ７１２は、ＡＳ
Ｎ－ＧＷ７１４をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ７３１から受信
し、ＡＳＮ－ＧＷ７１４のＩＤ“１．２．３．６”をキーとして、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリ
スト７５２を検索する。“１．２．３．６”はリスト上に存在するため、次に、入力され
たコマンドがＲ３リロケーション処理の起動を示しているか否かをチェックする。ここで
は、未起動が指定されているため、Ｒ３リロケーション処理は開始されない。
【００６２】
　４．保守者は、Ｒ３リロケーション処理の起動を指定するコマンドを、アンカＡＳＮ－
ＧＷ７１２に入力する。
　５．ＭＳ７３１が通信中に矢印７６３のように移動した場合、対向するＢＳは、ＢＳ７
２４からＢＳ７２５に変更される。このとき、アンカＡＳＮ－ＧＷ７１２は、ＡＳＮ－Ｇ
Ｗ７１５をターゲットＡＳＮ－ＧＷとするハンドオーバ要求をＭＳ７３１から受信し、Ａ
ＳＮ－ＧＷ７１５のＩＤ“１．２．３．７”をキーとして、ＡＳＮ－ＧＷ　ＩＤリスト７
５２を検索する。“１．２．３．７”はリスト上に存在するため、次に、入力されたコマ
ンドがＲ３リロケーション処理の起動を示しているか否かをチェックする。
【００６３】
　ここでは、起動が指定されているため、ターゲットＡＳＮ－ＧＷ７１５のＩＤ“１．２
．３．７”を用いて、Ｒ３リロケーション処理を開始する。これにより、アンカＡＳＮ－
ＧＷは、ＡＳＮ－ＧＷ７１２からＡＳＮ－ＧＷ７１５に変更される。
【００６４】
　以上説明した実施形態においては、ＡＳＮ－ＧＷのＩＰアドレスをＩＤとして用いてい
るが、それぞれのＡＳＮに対応する別の情報をＩＤとして用いてもよい。
　（付記１）移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサ
ービスネットワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局
に提供するコネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、
該アクセスサービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続
を制御するリロケーション制御装置であって、
　複数のアクセスサービスネットワークに対応する複数の識別情報からなるリストを格納
する格納手段と、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークを示すターゲット識別情報が、前記リストに含まれていないと
き、前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネッ
トワークを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークに変更するリロケーシ
ョン処理を開始する制御手段と
を備えることを特徴とするリロケーション制御装置。
（付記２）前記リストは、前記複数のアクセスサービスネットワークのそれぞれに属する
複数のゲートウェイの識別情報からなり、前記制御手段は、前記リロケーション先のアク
セスサービスネットワークのゲートウェイの識別情報を、前記ターゲット識別情報として
該リストを検索し、該ターゲット識別情報が該リストに含まれていないとき、前記コネク
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ティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲー
トウェイを、該リロケーション先のアクセスサービスネットワークのゲートウェイに変更
するリロケーション処理を開始することを特徴とする付記１記載のリロケーション制御装
置。
（付記３）前記リストは、ネットワークトポロジ上において、前記リロケーション制御装
置が属するアクセスサービスネットワークに隣接する複数のアクセスサービスネットワー
クのゲートウェイの識別情報からなることを特徴とする付記２記載のリロケーション制御
装置。
（付記４）前記制御手段は、前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれている場合、
該ターゲット識別情報を前記格納手段に保存し、前記コネクティビティサービスネットワ
ークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲートウェイにおいて輻輳が発生
したとき、保存された前記ターゲット識別情報を用いて前記リロケーション処理を開始す
ることを特徴とする付記２記載のリロケーション制御装置。
（付記５）前記制御手段は、前記リストに含まれている前記複数のゲートウェイにおける
輻輳の有無を示すシステム情報を取得し、前記コネクティビティサービスネットワークに
接続されているアクセスサービスネットワークのゲートウェイにおいて輻輳が発生したと
き、該複数のゲートウェイのうち輻輳が発生していないゲートウェイが属するアクセスサ
ービスネットワークをリロケーション先として、リロケーション処理を開始することを特
徴とする付記２記載のリロケーション制御装置。
（付記６）前記制御手段は、前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれている場合、
前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワ
ークのゲートウェイにおいて使用中のリソースが該閾値を超えているか否かをチェックし
、該使用中のリソースが該閾値を超えているとき、前記リロケーション処理を開始するこ
とを特徴とする付記２記載のリロケーション制御装置。
（付記７）前記制御手段は、前記使用中のリソースとして、前記コネクティビティサービ
スネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークのゲートウェイに接続さ
れている、移動局の個数をチェックすることを特徴とする付記６記載のリロケーション制
御装置。
（付記８）前記制御手段は、前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれている場合、
前記コネクティビティサービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワ
ークのゲートウェイにおける使用帯域が閾値を超えているか否かをチェックし、該使用帯
域が該閾値を超えているとき、前記リロケーション処理を開始することを特徴とする付記
２記載のリロケーション制御装置。
（付記９）前記制御手段は、リロケーション起動または未起動を示す指示情報を受け取り
、前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれている場合、該指示情報をチェックし、
該指示情報がリロケーション起動を示しているとき、前記リロケーション処理を開始する
ことを特徴とする付記２記載のリロケーション制御装置。
（付記１０）移動局が無線アクセスするアクセスサービスネットワークと、該アクセスサ
ービスネットワークを介して、インターネットプロトコル接続を含むサービスを該移動局
に提供するコネクティビティサービスネットワークからなる通信ネットワークにおいて、
該アクセスサービスネットワークと該コネクティビティサービスネットワークの間の接続
を制御するリロケーション制御方法であって、
　前記移動局の移動に伴うハンドオーバ要求により指定された、リロケーション先のアク
セスサービスネットワークを示すターゲット識別情報をキーとして、複数のアクセスサー
ビスネットワークに対応する複数の識別情報からなるリストを検索し、
　前記ターゲット識別情報が前記リストに含まれていないとき、前記コネクティビティサ
ービスネットワークに接続されているアクセスサービスネットワークを、該リロケーショ
ン先のアクセスサービスネットワークに変更するリロケーション処理を開始する
ことを特徴とするリロケーション制御方法。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明のリロケーション制御装置の原理図である。
【図２】第１のリロケーショントリガを示す図である。
【図３】第２のリロケーショントリガを示す図である。
【図４】第３のリロケーショントリガを示す図である。
【図５】第４のリロケーショントリガを示す図である。
【図６】第５のリロケーショントリガを示す図である。
【図７】第６のリロケーショントリガを示す図である。
【図８】従来のＷｉＭＡＸネットワークにおけるＲ３リアンカリングのシーケンスを示す
図である。
【図９】Ｒ３リアンカリングを示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１１、２３１、３３１、４３１、５３５、６３１、７３１　ＭＳ
　１２、３５、３６、３８、２２１、２２２、２２３、２２４、２２５、３２１、３２２
、３２３、３２４、４２１、４２２、５２１、５２２、５２３、６２１、６２２、７２１
、７２２、７２３、７２４、７２５　ＢＳ
　１３　ＡＳＮファンクショナルエンティティ
　１４、２１５、３１４、５１２、６１２、７１５　ターゲットＡＳＮ－ＧＷ
　１５、２１３、２１４、３１３、７１３、７１４　サービングＡＳＮ－ＧＷ
　１６、２０１、３０１、４０１、５０１、６０１、７０１　ＨＡ
　２１　認証部／ＰＭＩＰクライアント
　２２、２４　データパスファンクション
　２３、２５　ＦＡ
　３１　ＮＡＰドメイン
　３２、３３　ＡＳＮ
　３４、３７、２１１、３１１、４１１、４１３、７１１　ＡＳＮ－ＧＷ
　４１　ＮＳＰドメイン
　４２　ＣＳＮ
　４３　ＤＨＣＰサーバ
　４４　Ｈ－ＡＡＡサーバ
　１０１　格納手段
　１０２　制御手段
　１０３　リスト
　２１２、３１２、４１２、５１１、６１１、７１２　アンカＡＳＮ－ＧＷ
　２４１、２４２、２４３、２４４、２４５、３４１、３４２、３４３、３４４、４４１
、５４１、５４２、６４１、６４２、７４１、７４２、７４３、７４４、７４５　データ
格納部
　２５１、２５２、２５３、２５４、２５５、３５１、３５２、３５３、３５４、４５１
、５５１、５５２、６５１、６５２、７５１、７５２、７５３、７５４、７５５　ＡＳＮ
－ＧＷ　ＩＤリスト
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【図１】
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【図２】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】
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